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(57)【要約】
【課題】
　本発明は、演奏音と録音した歌唱音声を同期を取って
再生するカラオケ装置において、録音時、演奏音に対し
て音程設定などの各種設定を行った場合においても、録
音時の歌唱を再現する。
【解決手段】
　マイクロフォンから入力される歌唱音声信号を録音し
た情報であると共に、楽曲ＩＤと、音程または速度を示
す録音時設定情報を含む録音音声情報と、録音ＩＤの指
定を可能とする指定手段と、指定された録音ＩＤに対応
する録音音声情報を再生手段に演奏させると共に、当該
録音音声情報が含む楽曲ＩＤに対応する演奏情報を、当
該録音音声情報が含む録音時設定情報に基づいて再生手
段に再生させる再生処理を可能とする制御手段を備える
。
【選択図】　　　図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶手段と、再生手段と、指定手段と、制御手段とを備えるカラオケ装置であって、
　記憶手段は、楽曲ＩＤに対応付けられた演奏情報を記憶し、
　再生手段は、演奏情報による演奏音の再生、並びに、録音音声情報による録音音声の再
生を可能とし、
　録音音声情報は、マイクロフォンから入力される歌唱音声信号を録音した情報であると
共に、楽曲ＩＤと、音程または速度を示す録音時設定情報を含み、
　指定手段は、録音ＩＤの指定を可能とし、
　制御手段は、指定された録音ＩＤに対応する録音音声情報を再生手段に演奏させると共
に、当該録音音声情報が含む楽曲ＩＤに対応する演奏情報を、当該録音音声情報が含む録
音時設定情報に基づいて再生手段に再生させる再生処理を可能とする
　カラオケ装置。
【請求項２】
　指定手段は、楽曲ＩＤの指定に対応付けた音程または速度の指定を可能とし、
　制御手段は、指定された楽曲ＩＤに対応する演奏情報を、指定された音程または速度に
て再生手段に再生させると共に、マイクロフォンから入力される歌唱音声信号を録音し、
録音ＩＤと、指定された音程または速度を示す録音時設定情報を付与して録音音声情報を
作成する録音処理を可能とする
　請求項１に記載のカラオケ装置。
【請求項３】
　記憶手段と、再生手段と、指定手段と、制御手段とを備えるカラオケ装置であって、
　記憶手段は、楽曲ＩＤに対応付けられた演奏情報を記憶し、
　再生手段は、演奏情報による演奏音の再生、並びに、録音音声情報による録音音声の再
生を可能とし、
　録音音声情報は、マイクロフォンから入力される歌唱音声信号を録音した情報であると
共に、楽曲ＩＤと、音程または速度を示す録音時設定情報と、再生経過に対応して音程ま
たは速度の変更を示す録音時変更情報を含み、
　指定手段は、録音ＩＤの指定を可能とし、
　制御手段は、指定された録音ＩＤに対応する録音音声情報を再生手段に再生させると共
に、当該録音音声情報が含む楽曲ＩＤに対応する演奏情報を、当該録音音声情報が含む録
音時設定情報と録音時変更情報に基づいて再生手段に再生させる再生処理を可能とする
　カラオケ装置。
【請求項４】
　指定手段は、楽曲ＩＤの指定に対応付けた音程または速度の指定、並びに、再生中にお
ける音程または速度の変更指定を可能とし、
　制御手段は、指定された楽曲ＩＤに対応する演奏情報を、指定された音程または速度に
て再生手段に再生させると共に、音程または速度の変更が指定された際、指定された音程
または速度に変更して再生させ、
　マイクロフォンから入力される歌唱音声信号を録音し、録音ＩＤと、指定された音程ま
たは速度を示す録音時設定情報と、変更した時点を示す再生経過に対応して音程または速
度の変更を示す録音時変更情報を付与して録音音声情報を作成する録音処理を可能とする
　請求項３に記載のカラオケ装置。
【請求項５】
　記憶手段は、録音音声情報を記憶する
　請求項１乃至請求項４のいずれか１つに記載のカラオケ装置。
【請求項６】
　外部装置と通信可能な通信手段を更に備え、
　録音音声情報は、通信手段を介して外部装置から配信される
　請求項１乃至請求項５のいずれか１つに記載のカラオケ装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、指定された楽曲を再生すると共に、録音した歌唱音声を再生するカラオケ装
置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、カラオケボックスや飲食店等において、演奏に合わせて歌唱を楽しむカラオケ装
置では、自宅での練習、あるいは他人に聞かせることを目的として歌唱した楽曲を録音し
て持ち帰るサービスが提供されている。また、音声のみならず歌唱している様子をビデオ
カメラにより録画して持ち帰るサービスもみられる。
【０００３】
　このような録音、録画サービスを提供するカラオケ装置には、例えば、特許文献１～特
許文献４にみられるようなものが知られている。特許文献１には、録音装置を接続して録
音を行う際、曲毎に録音可否が書き込まれた録音可否テーブルを参照し、録音可能な場合
には録音可能表示をして録音予約を受付け、録音不可なら録音不可を表示して録音予約を
受け付けないカラオケ再生装置が記載されている。また、録音装置では、録音したコンパ
クトディスクに添付するためのラベルに、曲名、作詞者名などの録音曲情報を印刷するこ
とも記載されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、マイクロフォンからの歌唱音響信号が１曲分の楽曲演奏を通じ
て実質的に有ったか無かったかを、音声レベル検出手段の出力に基づいて判断し、歌唱音
響信号があった場合は、可搬型記録媒体への書き込みを許可し、無かった場合には書き込
みを禁止するカラオケ録音装置が記載されている。このカラオケ装置によれば、カラオケ
伴奏音楽が不正に複製されることを防止することができ、そして、歌唱音声音声の有無に
て録音料金を変更することができる。
【０００５】
　また、特許文献３には、録音入力インタフェース１４が受信する音響信号を録音して一
時記憶装置に楽曲単位の録音ファイルを作成し、保存する録音ファイルの数が規定数に達
した際、利用者にダンプ指令の発行を促す旨を表示させ、ダンプ指令を受け付けた際、保
存する録音ファイルをデータ書込装置３に転送して過般型記録媒体４に書き込ませること
が記載されている。
【０００６】
　また、特許文献４には、録音して作成した歌曲録音作品を作品管理サーバーにて管理す
る通信カラオケシステムにおいて、カラオケサーバーが歌曲録音作品を受信した際、作品
管理サーバは作品番号をカラオケ装置に発行し、カラオケサーバーが作品番号を受信した
際、歌曲録音作品をカラオケ装置に返信することが記載されている。
【特許文献１】特開平７－３６４７０号公報
【特許文献２】特許第３５１５０６９号公報
【特許文献３】特許第３５２２２１５号公報
【特許文献４】特開２００７－２５６８０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１～特許文献４の従来技術は、いずれも歌唱音声と演奏音とを一緒に録音を行
うカラオケ装置である。演奏音はステレオ信号で扱われるため、歌唱音声と演奏音を一緒
に録音する場合にはステレオ信号で録音する必要がある。一方、録音に必要となる記憶手
段の容量削減を考慮し、モノラル音声で扱われる歌唱音声のみを録音することが考えられ
る。このように歌唱音声のみを録音した場合には、録音した歌唱音声と演奏音とを同期し
て再生することで歌唱を再現することができる。
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【０００８】
　カラオケ装置には、音程変更や速度変更など、歌唱者にあわせて設定できる各種設定機
能が備えられている。録音時、あるいは、録音途中にこの各種設定機能を用いて演奏音を
設定することもできるが、歌唱音声のみを録音した場合には、演奏音をそのまま再生する
だけでは、歌唱時の歌唱を再現することができない。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、録音した歌唱音声と演奏音と同期を取って再生するカラオケ装置において、
録音時、音程設定などの各種設定を演奏音に対して行った場合においても、録音時の歌唱
を再現することができるカラオケ装置を提供するものである。
【００１０】
　そのため、請求項１に係るカラオケ装置は、記憶手段と、再生手段と、指定手段と、制
御手段とを備えるカラオケ装置であって、記憶手段は、楽曲ＩＤに対応付けられた演奏情
報を記憶し、再生手段は、演奏情報による演奏音の再生、並びに、録音音声情報による録
音音声の再生を可能とし、録音音声情報は、マイクロフォンから入力される歌唱音声信号
を録音した情報であると共に、楽曲ＩＤと、音程または速度を示す録音時設定情報を含み
、指定手段は、録音ＩＤの指定を可能とし、制御手段は、指定された録音ＩＤに対応する
録音音声情報を再生手段に演奏させると共に、当該録音音声情報が含む楽曲ＩＤに対応す
る演奏情報を、当該録音音声情報が含む録音時設定情報に基づいて再生手段に再生させる
再生処理を可能とすることを特徴とするものである。
【００１１】
　さらに、請求項２に係るカラオケ装置は、請求項１に記載のカラオケ装置において、指
定手段は、楽曲ＩＤの指定に対応付けた音程または速度の指定を可能とし、制御手段は、
指定された楽曲ＩＤに対応する演奏情報を、指定された音程または速度にて再生手段に再
生させると共に、マイクロフォンから入力される歌唱音声信号を録音し、録音ＩＤと、指
定された音程または速度を示す録音時設定情報を付与して録音音声情報を作成する録音処
理を可能とすることを特徴とするものである。
【００１２】
　また、請求項３に係るカラオケ装置は、記憶手段と、再生手段と、指定手段と、制御手
段とを備えるカラオケ装置であって、記憶手段は、楽曲ＩＤに対応付けられた演奏情報を
記憶し、再生手段は、演奏情報による演奏音の再生、並びに、録音音声情報による録音音
声の再生を可能とし、録音音声情報は、マイクロフォンから入力される歌唱音声信号を録
音した情報であると共に、楽曲ＩＤと、音程または速度を示す録音時設定情報と、再生経
過に対応して音程または速度の変更を示す録音時変更情報を含み、指定手段は、録音ＩＤ
の指定を可能とし、制御手段は、指定された録音ＩＤに対応する録音音声情報を再生手段
に再生させると共に、当該録音音声情報が含む楽曲ＩＤに対応する演奏情報を、当該録音
音声情報が含む録音時設定情報と録音時変更情報に基づいて再生手段に再生させる再生処
理を可能とすることを特徴とするものである。
【００１３】
　さらに、請求項４に係るカラオケ装置は、請求項３に記載のカラオケ装置において、指
定手段は、楽曲ＩＤの指定に対応付けた音程または速度の指定、並びに、再生中における
音程または速度の変更指定を可能とし、制御手段は、指定された楽曲ＩＤに対応する演奏
情報を、指定された音程または速度にて再生手段に再生させると共に、音程または速度の
変更が指定された際、指定された音程または速度に変更して再生させ、マイクロフォンか
ら入力される歌唱音声信号を録音し、録音ＩＤと、指定された音程または速度を示す録音
時設定情報と、変更した時点を示す再生経過に対応して音程または速度の変更を示す録音
時変更情報を付与して録音音声情報を作成する録音処理を可能とすることを特徴とするも
のである。
【００１４】
　さらに、請求項５に係るカラオケ装置は、請求項１乃至請求項４のいずれか１つに記載
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のカラオケ装置において、記憶手段は、録音音声情報を記憶することを特徴とするもので
ある。
【００１５】
　さらに、請求項６に係るカラオケ装置は、請求項１乃至請求項５のいずれか１つに記載
のカラオケ装置において、外部装置と通信可能な通信手段を更に備え、録音音声情報は、
通信手段を介して外部装置から配信されることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、演奏音と録音した歌唱音声を同期を取って再生するカラオケ装置にお
いて、録音時、演奏音に対して音程設定などの各種設定を行った場合においても、録音時
の歌唱を再現することができる
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照しながら説明を行う。図１は、本発明の実施形態
に係るカラオケシステムの実施形態を示した図であって、１つの店舗に複数のコマンダが
設置されたカラオケボックスとしての営業形態を示している。
【００１８】
　図１において、５０は通信網、６０はルータ、７０は無線アクセスポイント、１００は
ホスト装置、２００はリモコン装置、３００はコマンダをそれぞれ示している。本実施形
態において、各コマンダ３００はｒｏｏｍ１～ｒｏｏｍ４毎に１台ずつ配置され、リモコ
ン装置２００から指示された楽曲を演奏する。例えば、コマンダ１が設置されるｒｏｏｍ
１では１台のリモコン装置１が配置され、コマンダ１はリモコン装置１からの楽曲指示を
受け付ける。また、コマンダ４が設置されるｒｏｏｍ４では２台のリモコン装置４－１、
４－２が配置され、コマンダ４は、リモコン装置４－１、４－２のどちらからも楽曲リク
エストを受け付ける。なお、楽曲の指示は、リモコン装置２００のみならず、各コマンダ
３００のフロントパネルに設けられた入力部からも可能となっている。
【００１９】
　各コマンダ３００は、ＬＡＮを介してルータ６０と接続されており、ルータ６０はイン
ターネット回線などの通信網５０を介してホスト装置１００に通信接続される。このよう
な通信接続により、各コマンダ３００は、ホスト装置１００から楽曲情報や、プログラム
などの各種配信を受けることができると共に、ホスト装置１００では各コマンダ３００の
利用履歴管理や各利用者の会員サービス管理を行うことが可能となっている。
【００２０】
　ＬＡＮ上には、無線アクセスポイント７０が接続されており、各リモコン装置２００と
無線通信可能に設定されている。このように設定することで、各リモコン装置２００は予
め対応付けられたコマンダ３００と通信可能となる。また、各リモコン装置２００は、コ
マンダ３００のみならず、通信網５０を介してホスト装置１００との通信も可能となる。
ホスト装置１００は、ユーザがログインしているリモコン装置２００に対して会員サービ
スを提供することができる。
【００２１】
　会員サービスは、各会員の個人設定情報をホスト装置１００で管理することで、利用者
がどのリモコン装置２００からログインしても、各利用者に対して各種サービスを提供す
ることができるサービスである。この各種サービスとしては、例えば、個人設定情報にユ
ーザの予約履歴を記録しておくことで、再来店した場合に自分の予約履歴を参照可能とし
たり、ユーザが気に入った歌手を個人設定情報に登録しておくことでその歌手の持ち歌を
参照可能としたり、登録しておいた十八番を参照可能としたり、採点履歴に基づいて他の
利用者と得点を競ったりすることなどが考えられる。
【００２２】
　本実施形態では、ＬＡＮを介して接続された複数のコマンダ３００による、いわゆるカ
ラオケボックスとしての営業形態を説明したが、スナックなどのナイト店では、１台のコ
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マンダ３００に対して、１台乃至複数台のリモコン装置２００が設置される構成が採用さ
れる営業形態となる。
【００２３】
　次に、カラオケ装置の一構成となるコマンダ３００についてより詳しく説明する。図２
は本発明の実施の形態に係るコマンダ３００及びその周辺のブロック構成を示す図である
。３０１は制御部、３０２は通信部、３０３はフロントパネル表示部、３０４は表示制御
部、３０５は記憶部、３０６は入力部、３０７は音源部、３０８はミキシング部、３０９
はＡＤ変換部、４０１はアンプ、４０２はスピーカー、４０３はマイクロフォン、４０４
はディスプレイをそれぞれ示している。
【００２４】
　コマンダ３００には、ＣＲＴやＴＦＴ等の映像表示装置としてのディスプレイ４０４、
音声増幅装置としてのアンプ４０１、音声入力手段としてのマイクロフォン４０３が接続
されている。コマンダ３００におけるカラオケ楽曲の演奏信号は、アンプ４０１へ送出さ
れスピーカー４０２から演奏音が得られる。一方、楽曲の再生に同期した歌詞映像は、背
景映像と重畳され、出力映像信号としてディスプレイ４０４に出力される。ユーザは、演
奏音と歌詞映像に合わせてマイクロフォン４０３を用いて歌唱を行う。
【００２５】
　制御部３０１は、ＣＰＵ、ＲＡＭなどの一時記憶部を含んで構成され、コマンダ３００
におけるシステム全体の制御を司る。ハードディスクなどの記憶部３０５には、演奏情報
と歌詞情報で構成された楽曲情報、映像情報、各種プログラムなどが記憶されている。通
信部３０２は、周知規格の有線ＬＡＮなどが用いられ、リモコン装置２００との間で各種
制御命令の送受信を可能としている。また、ホスト装置１００との間で楽曲情報や個人設
定情報など各種情報の送受信を可能としている。
【００２６】
　入力部３０６は、フロントパネルなどに設けられた各種スイッチ群であり、予約選曲、
音程コントロールなど各種機能を手動設定可能としている。表示制御部３０４は、制御部
３０１と連携し、記憶部３０５に記憶されている楽曲情報中の歌詞情報に基づいて歌詞映
像を作成する。そして、映像情報に基づいて背景映像を作成し、背景映像に歌詞映像を重
畳した出力映像信号をディスプレイ４０４に出力する表示制御を行う。その他、表示制御
部３０４は、各種コンテンツ、広告情報などをディスプレイ４０４にて表示するための表
示制御を行う。
【００２７】
　音源部３０７は、ＭＩＤＩ、ＰＣＭ、ＭＰＥＧなど各種規格に基づいた演奏情報に基づ
いて楽音信号を形成する再生手段として機能する。この音源部３０７では単一規格で構成
された演奏情報のみならず、異なる複数規格で構成された演奏情報を扱うことも可能であ
る。例えば、ＭＩＤＩにて伴奏を再生すると同時に、ＰＣＭ、あるいは、ＭＰＥＧにて模
範歌唱、バックコーラス、あるいは、録音音声情報を再生することができる。ミキシング
部３０８は、音源部３０７で形成した楽音信号と、マイクロフォン４０３から入力される
歌唱者の歌唱音声信号を適宜なバランスで混合する。混合された信号はアンプ４０１に出
力されてスピーカー４０２から放音出力される。
【００２８】
　また、歌唱を録音するため、歌唱音声信号はＡＤ変換部３０９にも入力される。デジタ
ル信号に変換された歌唱音声信号は、制御部３０１によるエンコード処理で録音音声に音
声圧縮されて記憶部３０５に格納される。歌唱音声信号のみを録音する場合には、音源部
３０７での再生時、録音時に使用した演奏情報と同期を取って再生することで歌唱を再現
できる。
【００２９】
　以上、コマンダ３００の主要構成について説明したが、ＩＲ信号を送受信可能とする通
信部をさらに設け、ＩＲ信号を利用する従来のリモコン装置からの制御命令に対応できる
構成を採用してもよい。
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【００３０】
　次に、本発明の指定手段としての一実施形態であるリモコン装置２００について説明す
る。図３は、リモコン装置２００の外観（正面図）を示したものであり、筐体中央にはタ
ッチパネル２０７が配置され、ユーザに対して各種表示を行うと共に、スタイラス４０５
あるいは指を接触させることによるユーザ入力を受け付ける。本実施形態では、このタッ
チパネル２０７のみを利用したものとなっているが、この実施形態に限るものではなく、
例えば、表示部と各種キーにてユーザ入力を受け付ける形態などが採用できる。
【００３１】
　タッチパネル２０７の右上には認証手段としての指紋読取部２０３が設けられる。この
指紋読取部２０３上にユーザが指をスライドさせることで指紋が読み取られる。読み取ら
れた指紋は適宜アルゴリズムで特徴が抽出され指紋情報に変換される。認証手段はこの形
態に限るものではなく、各種生体認証や、ＩＤとパスワードによる各種のものが採用可能
である。
【００３２】
　図４は、リモコン装置のブロック構成を示した図であって、２０１はリモコン制御部、
２０２はリモコン通信部、２０３は指紋読取部、２０４はリモコン記憶部、２０５はリモ
コン表示部、２０６はタッチ式センサを示している。タッチ式センサ２０６は透明であっ
てリモコン表示部２０５の表面に配置され、両者にてタッチパネル２０７を構成する。
【００３３】
　リモコン制御部２０１はリモコン装置２００全体の制御を司る。リモコン記憶部２０４
には、ＲＡＭなど各種メモリやハードディスクが用いられ、楽曲選択のための楽曲リスト
やサービス処理を行う際に必要となる個人設定情報などが格納される。
【００３４】
　タッチ式センサ２０６は、利用者の指やスタイラスなどの接触による入力操作を可能と
している。タッチ式センサ２０６による入力を可能とするため、リモコン表示部２０５は
、タッチ式センサ２０６に対する制御と連動した表示画像が表示されるようにプログラム
制御される。なお、入力手段としては、タッチ式センサ２０６に限定されるものではなく
、例えば、キーボード、カーソルキーなどの機械的な入力手段を採用してもよい。
【００３５】
　リモコン通信部２０２は、無線アクセスポイント７０との間で、例えば、無線ＬＡＮ規
格（IEEE802.11a/b/gなど）による無線通信を行う。このリモコン通信部２０２にて、リ
モコン装置２００は、コマンダ３００やホスト装置１００との通信を行う。なお、このリ
モコン通信部２０２は、例えば、Bluetooth規格（登録商標）により実現することもでき
る。その場合、受け手側のコマンダ３００側に設けられた同規格の通信部により、リモコ
ン装置２００とコマンダ３００は無線通信を行う。更に、リモコン装置２００はコマンダ
３００を経由してホスト装置１００との通信を行うこととなる。
【００３６】
　リモコン装置２００からコマンダ３００に対する楽曲指定などの各種コマンドは、この
通信部２０２を介して送信される。すなわち、リモコン装置２００は、ＬＡＮ上に配置さ
れた無線アクセスポイント７０と無線通信を行うこととなるが、コマンダ３００とリモコ
ン装置２００が予め対応付けられているため、コマンダ３００は自分に対する各種コマン
ドを判別することができる。
【００３７】
　指紋読取部２０３は、ユーザがその表面を指で押圧、もしくは、スライドさせることで
指紋を読み取る機能を備えている。読み取られた指紋はホスト装置１００との間で認証処
理が行われ、認証に成功したユーザはログインユーザとして各種サービスの提供を受ける
ことが可能となる。なお、ユーザによってはログインのための認証方法として、指紋認証
を好まない場合がある。そこで、本実施形態におけるカラオケシステムでは、この指紋読
取部２０３を利用した認証と、タッチパネル２０７からのユーザＩＤと、パスワードを入
力することによる認証を選択できるようになっている。
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【００３８】
　以上、本カラオケ装置におけるハードウェア構成を説明したが、次に、これらハードウ
ェア構成を利用した録音機能について図面を参照しつつ説明を行う。まず、録音予約する
際の楽曲予約処理について図５～図９を用いて説明を行う。
【００３９】
　図５は楽曲予約処理のフロー図を示したものであり、予約する際、録音指定を行うこと
ができることを特徴としている。図６は楽曲リストを示した図である。図７は選曲画面を
示した図である。図８は楽曲詳細画面を示した図を示している。
【００４０】
　では、図５の楽曲予約処理のフロー図を中心に楽曲予約処理について説明する。リモコ
ン装置２００において楽曲予約処理が開始されると（Ｓ１００）、ユーザ指示による各種
モードに応じた選曲画面が表示される（Ｓ１０１）。この選曲画面はリモコン記憶部２０
４に記憶される楽曲リストに基づいて作成される。本実施形態において、この選曲リスト
は図６に示すように、各楽曲毎に楽曲ＩＤ、楽曲名、歌手名、唄い出し、録音可否情報、
原曲キーを含んで構成される。録音可否情報は、著作権などの関係により録音できない楽
曲を示した情報である。原曲キーは、オリジナルの楽曲と異なる音程に設定されることが
多いカラオケにおいて、オリジナルの楽曲で歌唱したい歌唱者を考慮したものであって、
カラオケの演奏情報とオリジナルの楽曲との差分音程を記述した情報である。
【００４１】
　この楽曲リストに基づいて作成された選曲画面の一実施形態を図７に示す。５０１は検
索ワード入力欄、５０２は検索スイッチ、５０３は検索モードスイッチ、５０４は楽曲表
示欄、５０５は移動スイッチ、５０６は前画面スイッチを示している。
【００４２】
　ユーザは、図示しないソフトキーボードなどで、検索ワード入力欄５０１に検索ワード
を入力した後、検索スイッチ５０２を選択することで楽曲を検索することができる。検索
モードスイッチ５０３は、楽曲名順と歌手名順の２つのスイッチで構成され排他的に選択
可能となっている。楽曲名順のスイッチを選択すると、検索モードスイッチ５０３の下に
表示されているあいうえお順のタブは楽曲名に対応し、歌手名順を選択すれば歌手名に対
応したものとなる。ユーザはあいうえお順のタブを選択すると共に、移動スイッチ５０５
でページを切り換えることで楽曲表示欄５０４を参照し楽曲を検索する。
【００４３】
　図７の選曲画面で所望の楽曲表示欄５０４を選択すると、図８の楽曲詳細画面にて、選
選択した楽曲の詳細情報が楽曲リストに基づいて表示される。ユーザはこの画面で楽曲を
確認し、音程、録音の指定を行って演奏予約を行うこととなる。この楽曲詳細画面には、
歌手名、楽曲名、唄い出しなど楽曲に関する各種情報が表示される。一方、認証手段でロ
グインし、ホスト装置１００から個人設定情報を読み出したログインユーザに対しては、
「マイアーティスト追加」、「マイソング追加」のスイッチの利用が可能となる。これら
スイッチを選択することで当該歌手、あるいは、当該楽曲を個人設定情報に登録すること
ができる。ユーザは自分の個人設定情報に登録した楽曲、あるいは、歌手に基づいて検索
可能となる。
【００４４】
　音程指定スイッチ欄５０７には、音程を設定予約するための各種スイッチが表示される
。♯スイッチ、♭スイッチを選択することで音程を上下することができる。音程上下の様
子は、♯スイッチ、♭スイッチの間に位置するインジケータに表示される。このインジケ
ータには原曲の音程を示す位置も表示されており、ユーザが音程を指定する目安となる。
また、スイッチ欄５０７内の右側には、原曲キー予約スイッチが表示されており、これを
選択することで♯、♭スイッチを選択することなく原曲の音程を指定することができる。
本実施形態では音程指定のみとしたが、この他、演奏情報再生の速度（テンポ）、マイク
ロフォン４０３の歌唱音声信号に付与するエコーなどの各種音響効果、演奏音に付与する
各種音響効果を指定できるようにしてもよい。
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【００４５】
　録音指定スイッチ欄５０８には、録音するかしないかを指定する２つのスイッチが表示
される。ユーザは、このスイッチで当該楽曲の録音指定を行う。本実施形態では録音詳細
画面に常時、この録音指定スイッチ欄５０８を表示するようにしているが、楽曲リストに
含まれる録音可否情報を参照し、録音できない楽曲に対してはこの録音指定スイッチ欄を
表示しない構成としてもよい。
【００４６】
　楽曲詳細画面にて歌唱する楽曲を決定したユーザは、予約スイッチ５０９を選択し楽曲
の予約を行う。予約スイッチ５０９が選択されると（Ｓ１０４）、Ｓ１０５では録音指定
スイッチ欄５０８での録音指定がされているか否かを判断し（Ｓ１０５）、録音指定があ
る場合には、楽曲リストの録音可非情報を参照して当該楽曲が録音可能であるか否かを判
断し、録音可能な楽曲であれば予約コマンドに録音フラグに“１”を設定する。一方、録
音できない楽曲であれば、録音できない楽曲であることを表示する（Ｓ１０８）。
【００４７】
　Ｓ１０９では音程指定スイッチ欄５０７での音程指定があるか否かを判断し、音程指定
があれば予約コマンドに設定音程を含める。本実施形態では録音指定のみとしたが、演奏
情報再生の速度や各種音響効果などが指定されている場合にはこれらの指定についても予
約コマンドに含めることになる。
【００４８】
　Ｓ１１１では指定された楽曲の楽曲ＩＤを予約コマンドに含めてコマンダ３００に送信
し楽曲予約処理を終了する（Ｓ１１２）。なお、ログインユーザによる予約の場合には、
予約コマンドにユーザＩＤを含めてユーザ別の管理ができるようにしてもよい。
【００４９】
　楽曲予約処理で作成された予約コマンドを受信したコマンダ３００は、予約リストのエ
ントリーに予約コマンドを追加して演奏情報を再生管理する。図９は予約リストを示した
図であり、各予約番号に、予約日時、楽曲ＩＤ、録音フラグ、設定音程、ユーザＩＤが対
応付けられたエントリーが掲載されている。コマンダ３００はこの予約リスト上で再生ポ
インタを順次進め、楽曲ＩＤに対応する演奏情報の再生を行う。
【００５０】
　では、次にこの予約リストに基づいて実行されるコマンダ３００での再生処理について
図１０を用いて説明する。電源投入により立ち上がったコマンダ３００は再生処理を開始
する（Ｓ２０１）。予約リストを参照し（Ｓ２０２）、まだ再生されていない待ち楽曲の
有無を監視する（Ｓ２０３）。待ち楽曲があれば、Ｓ２０４にて当該待ち楽曲が演奏情報
を指定する楽曲ＩＤであるのか、録音音声情報を指定する録音ＩＤであるのかを判断する
。録音音声情報、録音ＩＤについては後ほど説明することとなるが、本実施形態によれば
、予約リストで楽曲ＩＤのみならず、録音ＩＤを管理することで、録音音声情報について
も予約再生を行うことができる。
【００５１】
　楽曲ＩＤであった場合にはＳ２０５～Ｓ２０９の処理を行った後、再生ポインタを１つ
進め（Ｓ２１２）、予約リストの待ち楽曲の監視に戻る。一方、録音ＩＤであった場合に
はＳ２１０、Ｓ２１１にて録音音声情報を再生した後、同様に予約リストの待ち楽曲の監
視に戻る。ここでは、まず、Ｓ２０５～Ｓ２０９の処理について説明を行う。Ｓ２０５で
は予約リストにて設定音程が設定されているか否かを判定する。設定されている場合には
、これから再生する演奏情報を設定音程にて再生するよう音程変更を行う（Ｓ２０６）。
Ｓ２０７では予約リストにて録音フラグの有無を確認し、録音フラグが“０”である場合
には、演奏情報の再生を開始し（Ｓ２０８）、再生が終了すると（Ｓ２０９）再生ポイン
タを１つ進めて予約リストの待ち楽曲の監視へと戻る。
【００５２】
　一方、録音フラグが“１”である場合にはＳ３００の録音処理に進む。図１１はこの録
音処理のフローを示した図である。録音処理が開始される（Ｓ３０１）と、Ｓ３０２では
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Ｓ２０８と同様、演奏情報の再生を開始する。また、再生開始と同時にマイクロフォン４
０３から入力される歌唱音声信号の録音を開始する。本実施形態はマイクロフォン４０３
からの歌唱音声信号のみを録音する形態であって、歌唱音声信号は、ＡＤ変換部３０９に
てデジタル信号に変換されＭＰＥＧ規格などの歌唱音声に変換されて記憶部３０５に記憶
される。歌唱音声信号は、中央に定位する音声信号であるためモノラルにて録音すればよ
く、演奏音を含めてステレオで録音するよりも容量を節約することができる。このような
形態では録音された歌唱音声と、演奏情報を同期して再生することで歌唱を再現できる。
また、演奏情報の再生と同時に歌唱音声信号の録音を開始するため、歌唱再現の場合には
、演奏情報と録音音声を同時に再生開始するだけで簡単に同期を取ることができる。
【００５３】
　演奏情報の再生中、Ｓ３０３ではリモコン２００などの入力手段から、ユーザによる音
程の変更変更指定について監視を行う。音程変更指定があればＳ３０４にて音源部３０７
に演奏情報の音程を変更して再生させる。また、この音程変更指定は、再生時間や、ＭＩ
ＤＩクロックなど、演奏情報の再生経過を示す情報と一緒に録音時変更情報として、制御
部３０１の一時記憶部に格納される（Ｓ３０５）。この音程変更のみならず、楽曲再生途
中における演奏情報再生の速度（テンポ）、マイクロフォン４０３の歌唱音声信号に付与
するエコーなどの各種音響効果、演奏音に付与する各種音響効果の変更についてもこの録
音時変更情報として格納してもよい。本実施形態ではこの録音時変更情報は、録音音声の
再生時に用いられることとなる。
【００５４】
　演奏情報の再生が終了する（Ｓ３０６）と、歌唱音声の録音も同時に終了する（Ｓ３０
７）。Ｓ３０８では、歌唱したユーザがログインユーザか否か予約リストを参照して判断
する。ログインユーザでないゲストユーザの場合にはＳ３１２にて録音音声を破棄して録
音処理を終了する。一方、ログインユーザの場合にはＳ３０９～Ｓ３１１の処理へと移行
する。このように本実施形態ではゲストユーザについては録音音声の保存を禁止しており
、録音音声を管理することが困難なカラオケボックスのような営業形態に好適である。な
お、ゲストユーザについても録音音声の保存をできるようにしてもよい。常連客が集うナ
イト店などのようにオーナーが録音音声を管理することができる場合にはこの形態が好適
である。
【００５５】
　本実施形態において、ログインユーザである場合には、ディスプレイ４０４またはタッ
チパネル２０７にて録音音声を保存するか否かをユーザに問う（Ｓ３０９）。ユーザが保
存しないことを選択した場合には、Ｓ３１２にて録音音声を破棄して録音処理を終了する
。一方、保存することを選択した場合には、録音音声に基づいて録音音声情報を作成（Ｓ
３１０）した後、記憶部３０５に保存し（Ｓ３１１）、録音処理を終了する（Ｓ３１３）
。
【００５６】
　図１２は、録音音声に基づいて作成された録音音声情報を模式的に示した図であり、録
音音声に、録音ＩＤと関連情報を付与して作成される。この関連情報は、録音日時、録音
時設定情報、録音時変更情報、楽曲関連情報、ユーザ関連情報、採点関連情報、コメント
などを含んで構成される。録音ＩＤは録音音声情報を識別するための識別子であり、例え
ば録音を行う毎にカウントアップされるシリアル番号で構成される。また、録音音声情報
を複数のカラオケ装置にて利用することを考えて、例えばコマンダのＩＤにシリアル番号
を付与するなどコマンダ間で重複しない構成としてもよい。通信網や可搬記録媒体などを
介して録音音声情報を配信する場合においても録音音声情報を識別可能となる。
【００５７】
　録音日時は録音を行った日時（日付のみでもよい）を示す関連情報であり、ユーザは録
音日時を参照して録音音声情報を検索することができる。録音時設定情報は、予約する際
、設定された音程であり、予約リスト内の設定音程が使用される。本実施形態では、予約
時に音程のみ設定可能な構成としたが、演奏情報再生の速度（テンポ）、マイクロフォン
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４０３の歌唱音声信号に付与するエコーなどの各種音響効果、演奏音に付与する各種音響
効果を指定する場合には、これらについても録音時設定情報に含めればよい。録音時変更
情報は、録音の際、図１１のＳ３０５にて一時記憶部に格納した情報であり、本実施形態
では音程変更指定と再生経過情報の組で構成される。この録音時変更情報についても、録
音時設定情報と同様、音程のみならず各種の変更について採用することができる。
【００５８】
　楽曲関連情報は、楽曲リストに基づいて付与される情報であり、楽曲ＩＤ、歌手名、楽
曲名などを含んで構成される。本実施形態において録音音声を再生する場合、この楽曲関
連情報に含まれる楽曲ＩＤを参照して対応する演奏情報が読み出される。ユーザ関連情報
は、ユーザがログインに成功したときにホスト装置１００から取得する個人設定情報に基
づいて付与される。図１３はこのユーザ関連情報の一部を示したものであるが、ユーザＩ
Ｄ、ニックネーム、性別、生年月日、ユーザを撮影した画像情報などを含んで構成される
。画像情報はユーザの分身を示すキャラクターであるアバターを特定するための情報とし
てもよい。なお、個人設定情報を利用してユーザ関連情報を付与する場合、ゲストユーザ
についてはこのユーザ関連情報を付与することができないが、予約時、録音時、あるいは
、録音音声情報作成後などの適宜タイミングで、ユーザ入力に基づいて付与できるように
してもよい。
【００５９】
　採点関連情報は、録音時に採点処理が行われた際に記録される情報であり、採点に関す
る情報、採点モードや、得点などを含んで構成される。採点処理はカラオケにおいて行わ
れる採点ゲームなどで行われる広く一般的に知られた処理であり、演奏情報の再生中、演
奏情報に含まれるメロディ情報と歌唱音声信号の比較に基づいて得点を算出する処理であ
る。ここでは、この算出された得点を関連情報に含めることとするが、採点結果の見せ方
、又は、採点アルゴリズムの異なる複数種類の採点ゲームを行うことができる場合には、
使用した採点ゲームの種別を示す採点モードを一緒に記録してもよい。なお、この採点処
理はユーザが採点ゲームを行った場合に限らず、録音処理を行った際、必ず実行するよう
にして採点関連情報を付与するようにしてもよい。
【００６０】
　コメントは、入力手段からのユーザの入力によって付与され、予約時、録音時、あるい
は、録音音声情報作成後など適宜タイミングで付与される。ユーザは自分の歌唱をアピー
ルするメッセージなどをコメントとして付与できる。
【００６１】
　以上、Ｓ３１０にて作成する録音音声情報について説明したが、録音音声に録音ＩＤと
関連情報を付与することで、ユーザは関連情報に基づく選曲画面を参照しながら録音音声
を選択することができる。また、楽曲ＩＤ、録音時設定情報を録音音声情報を付与するこ
とで、音程指定など演奏情報に対して各種設定を行って録音した場合であっても、録音時
の設定にて演奏情報を開始し録音した歌唱を再現することができる。さらに、録音時変更
情報を採用することで、録音中に各種設定を変更した場合においても、歌唱を再現するこ
とができる。
【００６２】
　では、この関連情報を参照した録音音声の選曲、再生について図１４～図１７を用いて
説明を行う。図１４は録音リストを示した図であり、図１５は録音音声選択画面を示した
図であり、図１６は録音音声の予約を含んだ予約リストを示した図であり、図１７は録音
音声の再生中、ディスプレイ４０４に表示される録音音声再生画面の様子を示した図であ
る。
【００６３】
　図１４に示す録音リストは、コマンダ３００内に記憶している録音音声情報の関連情報
に基づいて作成されるリストであって、リモコン装置２００は、コマンダ３００から受信
した録音リストに基づいて録音音声選択画面を表示してユーザに選択させる。本実施形態
において、この録音リストは、録音ＩＤに対応付けられた、楽曲ＩＤ、ユーザＩＤ、得点
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、録音日時、画像情報などの関連情報で構成される。関連情報はこの実施形態に限らず、
図１２にて説明したものの中から適宜なものを採用することができる。
【００６４】
　また、録音音声情報はコマンダ３００内の記憶部３０５内のものに限ることはない。例
えば、作成された録音音声情報をホスト装置１００にアップロードして管理する場合には
、ホスト装置１００は、記憶する録音音声情報に基づいて録音リストを作成し、リモコン
装置２００に送信する。リモコン装置２００ではこの録音リストに基づいて選曲し、ホス
ト装置１００から録音音声情報をダウンロード配信、あるいは、ストリーミング配信して
もらうことで再生を行う。また、図１に示す複数台のコマンダがＬＡＮで接続されるカラ
オケシステムにあっては、ＬＡＮ上に設けたネットワーク接続ストレージ（ＮＡＳ）にて
録音音声情報を記憶管理するようにしてもよい。
【００６５】
　録音リストに基づく録音音声選択画面の一実施形態を図１５に示す。この録音音声選択
画面はリモコン２００のタッチパネル２０７に表示され、ユーザはこの画面にて録音音声
を選択する。録音音声リスト欄５１３には、録音リストに基づいて各種情報が表示される
。本実施形態では録音リスト中に楽曲名、歌手名は含まれていないが、これらについては
楽曲リストを参照して表示している。各項目の右側には並べ替えスイッチ５１１が設けら
れており、その項目に関して昇順、あるいは、降順に並べ替えることができる。図は録音
日時の並べ替えスイッチ５１１が選択された状態を示している。また、スクロールバー５
１２を操作することで、録音音声リスト欄５１３全体をスクロール表示させ、所望の録音
音声を検索することができる。所望の録音音声を見つけたユーザは、録音音声を選択して
関連情報を反転表示させ、予約スイッチ５１４を選択して録音音声を指定する。指定され
た録音音声の録音ＩＤは予約コマンドとしてコマンダ３００に送信される。
【００６６】
　一方、録音音声の予約コマンドを受信したコマンダ３００は、受信した予約コマンドを
予約リストのエントリーに追加して演奏情報に対する予約と一緒に管理する。図１６は録
音音声の予約コマンドが追加された予約リストを示している。“＆＆＆＆”は、録音ＩＤ
を示しており予約番号５３、５５、５６には録音音声が予約されていることを示している
。この予約リスト上で再生ポインタを順次進め、録音音声情報を再生していく。具体的に
は図１０に示した再生処理のＳ２０４にて待ち楽曲が録音音声と判断した場合には、Ｓ２
１０にて録音音声情報の再生を行う。なお、録音音声については更なる録音や、音程設定
を行う必要がないため、予約リスト上での録音フラグ、録音音程の項目については空欄と
なる。
【００６７】
　録音音声情報は録音の際に使用された演奏情報と同期を取って再生される。具体的には
、再生する録音音声情報の関連情報に含まれる楽曲ＩＤに基づいて演奏情報を読み出し、
録音音声情報と同時に再生を開始する。また、録音音声情報に録音時設定情報があれば、
この録音時設定情報に基づいて演奏情報の音程などを変更して再生を開始する。ここで、
関連情報に録音時変更情報が含まれる場合には、録音時変更情報中の再生経過情報のタイ
ミングにて、音程などを設定変更しながら再生する。このように再生することで録音時の
歌唱を再現することができる。
【００６８】
　図１７は録音音声情報の再生時においてディスプレイ４０４上に表示される録音音声再
生画面を示した図であって、画面中には、歌詞５１６が表示されると共に、録音音声情報
中の関連情報に基づいて、ユーザの写真やアバターなどによるユーザ関連画像５１７、ニ
ックネーム、録音日時、得点などの録音音声説明５１８、５１９が表示される。録音音声
情報再生中には、その場に歌唱者がいない場合も考慮してこのような表示を行うことが好
ましい。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
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【図１】本発明の実施形態に係るカラオケシステムを示した図。
【図２】本発明の実施形態に係るコマンダを示した図。
【図３】本発明の実施形態に係るリモコン装置の外観を示した図。
【図４】本発明の実施形態に係るリモコン装置の内部構成を示した図。
【図５】本発明の実施形態に係る楽曲予約処理を示したフロー図。
【図６】本発明の実施形態に係る楽曲リストを示した図。
【図７】本発明の実施形態に係る選曲画面を示した図。
【図８】本発明の実施形態に係る楽曲詳細画面を示した図。
【図９】本発明の実施形態に係る予約リストを示した図。
【図１０】本発明の実施形態に係る再生処理を示したフロー図。
【図１１】本発明の実施形態に係る録音処理を示したフロー図。
【図１２】本発明の実施形態に係る録音音声情報を示した図。
【図１３】本発明の実施形態に係る個人設定情報の一部を示した図。
【図１４】本発明の実施形態に係る録音リストを示した図。
【図１５】本発明の実施形態に係る録音音声選択画面を示した図。
【図１６】本発明の実施形態に係る予約リストを示した図。
【図１７】本発明の実施形態に係る録音音声再生画面を示した図。
【符号の説明】
【００７０】
　５０…通信網、６０…ルータ、７０…無線アクセスポイント、１００…ホスト装置、２
００…リモコン装置、２０１…リモコン制御部、２０２…リモコン通信部、２０３…指紋
読取部、２０４…リモコン記憶部、２０５…リモコン表示部、２０６…タッチ式センサ、
２０７…タッチパネル、３００…コマンダ、３０１…制御部、３０２…通信部、３０３…
フロントパネル表示部、３０４…表示制御部、３０５…記憶部、３０６…入力部、３０７
…音源部、３０８…ミキシング部、３０９…ＡＤ変換部、４０１…アンプ、４０２…スピ
ーカ、４０３…マイクロフォン、４０４…ディスプレイ、４０５…スタイラス、５０１…
検索ワード入力欄、５０２…検索スイッチ、５０３…検索モードスイッチ、５０４…楽曲
表示欄、５０５…移動スイッチ、５０６…前画面スイッチ、５０７…音程指定スイッチ欄
、５０８…録音指定スイッチ欄、５０９…予約スイッチ、５１０…前画面スイッチ、５１
１…並べ替えスイッチ、５１２…スクロールバー、５１３…録音音リスト欄、５１４…予
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